
 
 

企業立地奨励制度のご案内 
 

令和３年４月 1 日施行 

 

★必ず、事前にお問い合わせください。 

問合せ先：成田市経済部商工課 電話０４７６（２０）１６２２ 

～奨励金の対象要件及び補助額～ 

※１ 大規模小売店舗、不動産賃貸業、風営法の許可・届出対象業種を除く。 

※２ 事業所は対象業種に限る。（次項参照） 

※３ 工場等が操業を開始した日の翌年の４月１日から起算して５年間。 

※４ 本社が操業を開始した日以降１年を経過する日から起算して５年間。 

   ２年目以降は、市民常用雇用者が増加した分に対して支給。 

※５ 工場等が再投資完了後、操業を開始した日の翌年の４月１日から起算して３年間。 

 

                           成田市経済部商工課 

                           電話 0476(20)1622 

                            http://www.city.narita.chiba.jp 

種 目 対象区域 要  件 補 助 額 補助期間 

誘 致 

奨励金 

(新設) 

市内全域 

（豊住・野毛平・大栄

工業団地・成田新産業

パークを除く） 

新たに 

工 場 又 は 事

業所を新設 
（※1※2） 

投下固定資産額が１

億円（中小企業者は

５千万円）以上かつ

常用雇用者数が 10

人以上 

対 象 施 設 の

土地、家屋及

び 償 却 資 産

に 係 る 固 定

資産税（都市

計画税含む）

納 税 に 相 当

す る 金 額 を

限度 

５年間 

（※3） 

 豊住工業団地 

野毛平工業団地 

大栄工業団地 

成田新産業パーク 

新たに 

工 場 又 は 事

業所を新設 
（※1） 

雇 用 

奨励金 

(新設) 

市内全域 

（豊住・野毛平・大栄

工業団地・成田新産業

パークを除く） 

新たに本社を立地し、常用雇用者数

が 50 人以上（中小企業者は 25 人

以上） 

市 内 在 住 正

規 雇 用 者 １

人当たり 10

万円（市内在

住 非 正 規 雇

用 者 １ 人 当

たり 5 万円） 

５年間 

（※4） 

再投資 

奨励金 

(増設) 

市内全域 

（豊住・野毛平・大栄

工業団地・成田新産業

パークを除く） 

工 場又 は事

業所を増設 
（※1※2） 

投下固定資産額 10

億円（中小企業者に

あっては増設に係る

操業開始日から起算

して 3 年を経過する

日までに 1.5 億円）

以上 

常用雇用者数維持す

ること 

市内において 5 年以

上操業していること 

対 象 施 設 の

土地、家屋及

び 償 却 資 産

に 係 る 固 定

資産税（都市

計画税含む）

納 税 に 相 当

す る 金 額 を

限度 

３年間 
（※5） 

 豊住工業団地 

野毛平工業団地 

大栄工業団地 

成田新産業パーク 

工 場又 は事

業所を増設 

（※1） 

※４月１日からの制度のご案内です。 

３月３１日までは従前の制度でのご案内となります。 



 
 

■誘致奨励金                        

☆事業者指定について☆ 

誘致奨励金の指定事業者の指定を受けようとするには、次の①～④の要件に該当

する必要があります。 

①市内に工場及び事業所を有しない者が、次の（1）（2）いずれかの区域に工場又は事

業所（以下「工場等」という。）を新設すること。 

 （1）豊住工業団地、野毛平工業団地、大栄工業団地、成田新産業ﾊﾟｰｸ 

 （2）豊住工業団地、野毛平工業団地、大栄工業団地、成田新産業ﾊﾟｰｸを除く市内全

域。ただし、事業所は次に掲げる業種に限る。 

 ・農業（環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御を行うことによ

り、野菜等の植物の周年生産又は計画生産が可能な栽培施設に限る。） 

 ・通信業（その他の固定電気通信業に限る。） 

 ・情報サービス業 

 ・インターネット附随サービス業 

 ・道路貨物運送業 

 ・倉庫業 

 ・運輸に附帯するサービス業（貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く）、こん包業、通関業） 

 ・飲食料品卸売業 

 ・医療用機械器具卸売業（歯科用機械器具を含む。） 

 ・医薬品卸売業及び医療用品卸売業 

 ・学術・開発研究機関（自然科学研究所に限る。） 

 ・宿泊業（旅館、ホテルに限る。） 

 ・職員教育施設・支援業 

②投下固定資産額が１億円（中小企業者は５千万円）以上、かつ、常用雇用者数が 10

人以上の工場等であること。 

③法令等に定める公害等の発生防止の措置がなされ、かつ、周辺環境に十分な配慮がな

された事業所であること。 

④市税等を完納していること。 

 

※工場とは、 

 物の生産又は加工を行う施設で統計法（平成 19 年法律第 53 号）第２条第９項に規定

する統計基準である日本標準産業分類（次号において「産業分類」という。）の大分類Ｅ―

製造業に属する事業の用に供するものをいいます。 

※事業所とは、 

  産業分類に規定する事業の用に供する施設をいいます。ただし､次のア～ウに掲げる施設

は除きます。 

ア 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）に規定する大規模小売店舗におけ

る小売業の用に供する施設 

イ 不動産賃貸業の用に供する施設 

ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）の規

定により許可又は届出を要する施設 

※新設とは 

  市内に工場及び事業所を有しない者が市内に新たに工場又は事業所を設置することをい

います。 

※常用雇用者とは、 

  工場又は事業所において雇用される雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 4 条第

1 項に規定する被保険者をいいます。請負・派遣は含みません。 



 
 

※中小企業者とは 

  地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成 19 年法律

第 40 号)第 2 条第 3 項に規定する中小企業者をいいます。 

 

◇奨励金について 

１.奨励金の額 
 誘致奨励金は、工場等の新設に伴う土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税納税

に相当する金額（当該工場等が市街化区域（都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）

第７条第１項に規定する市街化区域をいう。）に所在する場合にあっては、当該工場等

の土地及び家屋に係る都市計画税納税に相当する金額を含む。）を限度として交付しま

す。 

２.奨励金の交付対象期間 
 誘致奨励金の交付の対象となる期間は、新設に伴う工場等が操業を開始した日の翌

年の４月１日から起算して５年間とします。 

３．市税等の納入 
 誘致奨励金は、当該年度の市税等（本市に納入すべき市税、使用料その他の公課（新

設をしたもので事業を営むものと子会社等の関係を有するものにあっては、当該子会

社等が本市に納入すべき市税、使用料その他の公課を含む。）をいう。以下同じ。）を

完納後に交付します。 

当該年度の市税等を当該年度末までに完納しないときは、当該年度の誘致奨励金は

交付しません。 

 

事業者指定申請（事業者→市） 

○工場等の操業を開始する予定の日の３０日前までに「誘致奨励金指定事業者指定

申請書」により、市（商工課）に申請 

※添付書類 

(1) 事業計画書 

(2) 雇用計画書 

(3) 法人の登記事項証明書及び定款 

(4) 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の決算書 

(5) 工場等の土地の位置図並びに建物及び償却資産の配置図 

(6) 工場等の投下固定資産額に係る契約書の写し及び内訳書 

(7) 工場等の土地及び建物の登記事項証明書 

(8) 市税等の納付状況を確認できる書類 

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 
事業者の指定（市→事業者） 
 ○申請内容を審査し、適当と認める時は「指定事業者（誘致奨励金・雇用奨励金・

再投資奨励金）指定通知書」により、事業者に通知 
 

 

☆指定事業者の指定以降の流れ☆ 

操業開始届（事業者→市） 
○操業を開始した日から３０日以内に「操業開始届出書」により、市（商工課）に

届出 

 



 
 

誘致奨励金交付申請（事業者→市） 
○操業を開始した翌年の４月１日以降、市税等完納後に「誘致奨励金交付申請書」

により、市（商工課）に申請 

※添付書類 

(1) 投下固定資産額に係る固定資産税及び都市計画税の納税通知書並びに固定資産の課

税明細書の写し 

(2) 指定事業者に係る市税等の納付状況を確認できる書類 

(3) 工場等の常用雇用者に係る雇用契約書の写し 

(4) 工場等の常用雇用者に係る雇用保険法施行規則（昭和 50 年労働省令第３号）第 10

条第１項に規定する雇用保険被保険者証（以下「雇用保険被保険者証」という。）の写

し 

(5) 工場等の常用雇用者に係る労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 107 条第１項

に規定する労働者名簿（以下「労働者名簿」という。）の写し 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 

交付決定（市→事業者） 

 ○交付の可否を決定し、その結果を「誘致奨励金・雇用奨励金・再投資奨励金交付

決定・却下通知書」により、事業者に通知 

 
交付の請求（事業者→市） 
 ○交付決定を受けた事業者は、「誘致奨励金・雇用奨励金・再投資奨励金交付請求

書」により、市（商工課）に請求 

 
その他（事業者→市） 
 ○地位の承継 
  相続、合併、分割その他の理由により指定事業者としての地位を承継するものは、

「誘致奨励金・雇用奨励金・再投資奨励金地位承継届出書」により速やかに届出 

 ※添付書類 

(1) 地位の承継の事実を証する書類 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

  
○操業の廃止等 

  操業を廃止し、又は休止したときは、その事実が発生した日から１０日以内に「操

業（廃止・休止）届出書」により届出 

 
○指定事業者の取消し 

以下の場合、指定事業者の指定を取り消し、又は奨励金の交付を停止します。

この場合、既に交付した奨励金があるときは、その全部又は一部を返還させるこ

とがあります。 

・指定事業者の要件を満たさなくなった時 

 （雇用者要件、公害等の発生防止要件、市税等の完納要件） 

・工場等の操業が廃止され、若しくは休止されたとき又は廃止若しくは休止の状

況にあるとき 

・虚偽その他不正の行為により指定を受けたとき 

・市長が特に必要があると認めるとき 



 
 

■雇用奨励金                        

☆事業者指定について☆ 

雇用奨励金の交付を受けようとするには、次の①～③の要件に該当する必要があ

ります。 

①市内に新たに本社を設置し、本社操業開始時に常用雇用者を５０人以上（中小企

業者は２５人以上）雇用していること。 

②法令等に定める公害等の発生防止の措置がなされ、かつ、周辺環境に十分な配慮

がなされた事業所であること。 

③市税等を完納していること。 

 

※市内に本社を新設する場合、既に市内に支社等があっても適用の対象となります。

ただし、既存の支社を本社に変更した場合は該当しません。 

 ※常用雇用者は、工場又は事業所において雇用される雇用保険法（昭和 49 年法律

第 116 号）第 4 条第 1 項に規定する被保険者をいいます。請負・派遣は含みま

せん。 

 

 ◇奨励金について 

１.奨励金の額 
 雇用奨励金は、交付対象となる常用雇用者の数をもとに所定の算定方法によ

り算出します。（正規雇用者１人当たり 10 万円、非正規雇用者１人当たり 5

万円） 

 なお、交付対象となる常用雇用者は、市内に 1 年以上継続して居住し、かつ

住民登録があり、1 年以上継続して本社に雇用されている常用雇用者です。 

２.奨励金の交付対象期間 
 雇用奨励金の交付の対象となる期間は、本社が操業を開始した日以降１年を

経過する日から起算して５年間とします。 

３．市税等の納入 

 雇用奨励金は、当該年度の市税等（本市に納入すべき市税、使用料その他の

公課（新設をしたもので事業を営むものと子会社等の関係を有するものにあっ

ては、当該子会社等が本市に納入すべき市税、使用料その他の公課を含む。）を

いう。以下同じ。）を完納後に交付します。 

 当該年度の市税等を当該年度末までに完納しないときは、当該年度の雇用奨

励金は交付しません。 

 

 

事業者指定申請（事業者→市） 

○本社の操業を開始する日前までに「雇用奨励金指定事業者指定申請書」により、

市（商工課）に申請 

※添付書類 

(1) 事業計画書 

(2) 雇用計画書 

(3) 法人の登記事項証明書及び定款 

(4) 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の決算書 

(5) 本社の位置図及び配置図 



 
 

(6) 本社の土地及び建物の賃貸借契約書の写し又は登記事項証明書 

(7) 市税等の納付状況を確認できる書類 

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 

事業者の指定（市→事業者） 

○申請内容を審査し、適当と認める時は「指定事業者（誘致奨励金・雇用奨励金・

再投資奨励金）指定通知書」により、事業者に通知 

 

 

☆指定事業者の指定以降の流れ☆ 
 
操業開始届（事業者→市） 

 ○操業を開始した日から３０日以内に「操業開始届出書」により、市（商工課）に

届出 

 
雇用奨励金交付申請（事業者→市） 
 ○操業を開始した日から１年を経過した日以降、市税等完納後に「雇用奨励金交付

申請書」により、市（商工課）に申請 
※添付書類 

(1) 本社の常用雇用者に係る雇用契約書の写し 

(2) 本社の常用雇用者に係る雇用保険被保険者証の写し 

(3) 本社の常用雇用者に係る労働者名簿の写し 

(4) 指定事業者に係る市税等の納付状況を確認できる書類 

(5) 市民常用雇用者の住民票の写し 

(6) 市民常用雇用者に係る雇用契約書の写し 

(7) 市民常用雇用者に係る雇用保険被保険者証の写し 

(8) 市民常用雇用者に係る労働者名簿の写し 

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 

交付決定（市→事業者） 
 ○交付の可否を決定し、その結果を「誘致奨励金・雇用奨励金・再投資奨励金交付

決定・却下通知書」により、事業者に通知 

 
交付の請求（事業者→市） 
 ○交付決定を受けた事業者は、「誘致奨励金・雇用奨励金・再投資奨励金交付請求

書」により、市（商工課）に請求 

 
その他（事業者→市） 

 ○地位の承継 
  相続、合併、分割その他の理由により指定事業者としての地位を承継するものは、

「誘致奨励金・雇用奨励金・再投資奨励金地位承継届出書」により速やかに届出 

 ※添付書類 

(1) 地位の承継の事実を証する書類 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 
○操業の廃止等 

   操業を廃止し、又は休止したときは、その事実が発生した日から１０日以内に

「操業（廃止・休止）届出書」により届出 



 
 

 
○指定事業者の取消し 

以下の場合、指定事業者の指定を取り消し、又は奨励金の交付を停止します。

この場合、既に交付した奨励金があるときは、その全部又は一部を返還させる

ことがあります。 

・指定事業者の要件を満たさなくなった時 

 （雇用者要件、公害等の発生防止要件、市税等の完納要件） 

・本社の操業が廃止され、若しくは休止されたとき又は廃止若しくは休止の状況

にあるとき 

・虚偽その他不正の行為により指定を受けたとき 

・市長が特に必要があると認めるとき 



 
 

■再投資奨励金                      

☆事業者指定について☆ 

再投資奨励金の指定事業者の指定を受けようとするには、次の①～⑤の要件に該

当する必要があります。 

①次の（1）（2）いずれかの区域の工場又は事業所（以下「工場等」という。）を増設

すること。 

 （1）豊住工業団地、野毛平工業団地、大栄工業団地、成田新産業ﾊﾟｰｸ 

 （2）豊住工業団地、野毛平工業団地、大栄工業団地、成田新産業ﾊﾟｰｸを除く市内全

域。ただし、事業所は次に掲げる業種に限る。 

 ・農業（環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御を行うことによ

り、野菜等の植物の周年生産又は計画生産が可能な栽培施設に限る。） 

 ・通信業（その他の固定電気通信業に限る。） 

 ・情報サービス業 

 ・インターネット附随サービス業 

 ・道路貨物運送業 

 ・倉庫業 

 ・運輸に附帯するサービス業（貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く）、こん包業、通関業） 

 ・飲食料品卸売業 

 ・医療用機械器具卸売業（歯科用機械器具を含む。） 

 ・医薬品卸売業及び医療用品卸売業 

 ・学術・開発研究機関（自然科学研究所に限る。） 

 ・宿泊業（旅館、ホテルに限る。） 

 ・職員教育施設・支援業 

②増設に伴う投下固定資産額が 10 億円（中小企業者は増設に係る操業開始日から起算し

て 3 年を経過する日までに１億５千万円）以上、かつ、常用雇用者数を維持すること。 

③市内で５年以上操業していること。 

④法令等に定める公害等の発生防止の措置がなされ、かつ、周辺環境に十分な配慮がな

された事業所であること。 

⑤市税等を完納していること。 

 

※工場とは、 

 物の生産又は加工を行う施設で統計法（平成 19 年法律第 53 号）第２条第９項に規定

する統計基準である日本標準産業分類（次号において「産業分類」という。）の大分類Ｅ

―製造業に属する事業の用に供するものをいいます。 

 ※事業所とは、 

  産業分類に規定する事業の用に供する施設をいいます。ただし､次のア～ウに掲げる施設

は除きます。 

ア 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）に規定する大規模小売店舗にお

ける小売業の用に供する施設 

イ 不動産賃貸業の用に供する施設 

ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）の

規定により許可又は届出を要する施設 

 ※増設とは、 

  市内に工場等を有する者が生産性の向上等を図るため、当該工場等の他に工場等を新築

し、若しくは当該工場等を増築し、若しくは改築し、又は償却資産を取得することをいい

ます。 

 



 
 

 ※常用雇用者とは、 

  工場又は事業所において雇用される雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 4 条第

1 項に規定する被保険者をいいます。請負・派遣は含みません。 

 ※中小企業者とは 

  地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成 19 年法律

第 40 号)第 2 条第 3 項に規定する中小企業者をいいます。 

 

◇奨励金について 

１.奨励金の額 
 再投資奨励金は、増設に伴う工場等の土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税納

税に相当する金額（当該工場等が市街化区域（都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）

第７条第１項に規定する市街化区域をいう。）に所在する場合にあっては、当該工場等

の土地及び家屋に係る都市計画税納税に相当する金額を含む。）を限度として交付しま

す。 

２.奨励金の交付対象期間 
 再投資奨励金の交付の対象となる期間は、増設に伴う工場等が操業を開始した日（中

小企業者にあっては，増設に伴う工場等に係る投下固定資産額が１億５千万円以上に

達した日以後において，当該工場等が操業を開始した日。）の翌年の４月１日から起算

して３年間とします。 

３．市税等の納入 
 再投資奨励金は、当該年度の市税等（本市に納入すべき市税、使用料その他の公課

（増設をしたもので事業を営むものと子会社等の関係を有するものにあっては、当該

子会社等が本市に納入すべき市税、使用料その他の公課を含む。）をいう。以下同じ。）

を完納後に交付します。 

当該年度の市税等を当該年度末までに完納しないときは、当該年度の誘致奨励金は

交付しません。 

 

 

事業者指定申請（事業者→市） 

○工場等の増設に着手する日までに「再投資奨励金指定事業者指定申請書」により、

市（商工課）に申請 

※添付書類 

(1) 事業計画書 

(2) 雇用計画書 

(3) 法人の登記事項証明書及び定款 

(4) 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の決算書 

(5) 工場等の土地の位置図並びに建物及び償却資産の配置図 

(6) 工場等の投下固定資産額に係る契約書の写し及び内訳書 

(7) 工場等の土地及び建物の登記事項証明書 

申請時点のもの。再投資完了後に登記を行い、速やかに提出してください。 

(8) 市税等の納付状況を確認できる書類 

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 

中小企業の場合 

 (6)について、未契約のもの（操業開始後に着手する工事等）については見積書でも可

とする。契約後、速やかに提出すること。変更がある場合には指定事業者（誘致奨

励金・雇用奨励金・再投資奨励金）申請事項変更届出書（別記第５号様式）を提出

してください。 



 
 

 

事業者の指定（市→事業者） 
 ○申請内容を審査し、適当と認める時は「指定事業者（誘致奨励金・雇用奨励金・

再投資奨励金）指定通知書」により、事業者に通知 
 

☆指定事業者の指定以降の流れ☆ 

操業開始届（事業者→市） 
○操業を開始した日から３０日以内に「操業開始届出書」により、市（商工課）に

届出 

※再投資奨励金指定事業者指定申請時から変更がる場合は、事前に指定事業者（誘

致奨励金・雇用奨励金・再投資奨励金）申請事項変更届出書（別記第５号様式）

を提出してください。 

 ※指定事業者が中小企業者で、増設に伴う操業開始日において、増設に伴う投下固

定資産額が１億５千万円に達しない場合、増設に伴う工場等が操業を開始した日

から起算して３年を経過する日までが再投資奨励金の対象期間となることから、

再投資完了後の操業開始届の提出が必要になります。 

再投資完了後の操業開始届（事業者→市） 
○再投資完了後の操業を開始した日から３０日以内に「操業開始届出書」により、

市（商工課）に届出 

※再投資奨励金指定事業者指定申請時から変更がある場合は、事前に指定事業者

（誘致奨励金・雇用奨励金・再投資奨励金）申請事項変更届出書（別記第５号様

式）を提出してください。 
 

再投資奨励金交付申請（事業者→市） 
○再投資完了後の操業を開始した翌年の４月１日以降、市税等完納後に「再投資奨

励金交付申請書」により、市（商工課）に申請 

※添付書類 

(1) 投下固定資産額に係る固定資産税及び都市計画税の納税通知書並びに固定資産の課

税明細書の写し 

(2) 工場等の常用雇用者に係る雇用契約書の写し 

(3) 工場等の常用雇用者に係る雇用保険被保険者証の写し 

(4) 工場等の常用雇用者に係る労働者名簿の写し 

(5) 指定事業者に係る市税等の納付状況を確認できる書類 

(6) その他市長が必要と認める書類 

 

交付決定（市→事業者） 
 ○交付の可否を決定し、その結果を「誘致奨励金・雇用奨励金・再投資奨励金交付

決定・却下通知書」により、事業者に通知 

 
交付の請求（事業者→市） 
 ○交付決定を受けた事業者は、「誘致奨励金・雇用奨励金・再投資奨励金交付請求

書」により、市（商工課）に請求 



 
 

 
 
その他（事業者→市） 
 ○地位の承継 
  相続、合併、分割その他の理由により指定事業者としての地位を承継するものは、

「誘致奨励金・雇用奨励地・再投資奨励金位承継届出書」により速やかに届出 

 ※添付書類 

(1) 地位の承継の事実を証する書類 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

  
○操業の廃止等 

  操業を廃止し、又は休止したときは、その事実が発生した日から１０日以内に「操

業（廃止・休止）届出書」により届出 

 
○指定事業者の取消し 

以下の場合、指定事業者の指定を取り消し、又は奨励金の交付を停止します。

この場合、既に交付した奨励金があるときは、その全部又は一部を返還させるこ

とがあります。 

・指定事業者の要件を満たさなくなった時 

 （雇用者要件、公害等の発生防止要件、市税等の完納要件） 

・工場等の操業が廃止され、若しくは休止されたとき又は廃止若しくは休止の状

況にあるとき 

・虚偽その他不正の行為により指定を受けたとき 

・市長が特に必要があると認めるとき 



 
 

～ 事 業 者 の 皆 様 へ ～ 
成田市の地球温暖化対策にご協力をお願いいたします 

 

 

 

 

①「ゼロカーボンシティ」宣言 
市では、2020 年（令和 2）年 11月25日の記者会見において、持続可能で地球環

境にやさしいまちづくりに取り組み、豊かで多様な自然環境を将来世代につなげるた
め、2050 年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」を宣
言しました。 



 
 

 

 

 

 

②成田市地球環境保全協定 
市では、温暖化などの地球環境問題への対策として、事業者と協定を締結し、協働して環境保

全活動を実施していくため、「成田市地球環境保全協定実施要綱」を制定し、平成 25 年 4月1

日から運用を開始しております。 
 



 
 

 


